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平成３０年１０月からの制度改正に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の請求例  

  

平成３０年１０月からの生活援助型訪問サービス、運動型通所サービスの開始と介護予

防通所介護相当サービスが月額報酬制から回数報酬制に変わることに伴い、請求のための

サービスコードが追加されます。 

具体的な事例で、どのサービスコードを使用するかを記載しますので、参考に請求をお

願い致します。 

 

 

【事例１】要支援２の認定を受けた被保険者が、１０月３日付で事業所と契約し、生活援

助型訪問サービス（週２回程度）の利用を開始した場合。 

≪要点≫ 契約日から日割請求します。 

＜補足＞生活援助型訪問サービスの請求方法は基本的に、従来の介護予防訪問介護相当

サービスと同様です。 

      

請求例   

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

訪問型独自サービスⅡ/２日割 Ａ２ ２２２１  ６５ ２９ １８８５ 

訪問型独自サービス初回加算/２ Ａ２ ４０１１ １７０ １ １７０ 

＜補足＞翌月以降利用を続ける場合は契約解除等の日割の要件にあてはまらなければ、

月額単位のコード（Ａ２ １２２１）で請求します。 

 

【事例２】要支援１の認定を受け、１０月以前から介護予防訪問介護相当サービス（週

１回程度）を利用していた被保険者が、月途中（１０月１５日）で生活援助

型訪問サービス（週１回程度）の契約をし、サービスを切り替えた場合。な

お訪問サービスの実施事業所（事業所番号）は同一とする。 

≪要点≫生活援助型訪問サービスに切り替えの契約をした日を起算日に日割請求します。 

＜補足＞介護予防訪問介護相当サービスと生活援助型訪問サービスが併用されることは 

想定されませんので、サービスを切り替える場合、介護予防訪問介護相当サー 

ビスから生活援助型訪問サービスに契約を切り替えていただきます。生活援助 

型訪問サービスは契約日から日割請求、介護予防訪問介護相当サービスは生活 

援助型訪問サービスの契約日前日を持って契約解除日とし、その日までを日割 

請求します。 

なお介護予防訪問介護相当サービスと生活援助型訪問サービスの切り替えを理 

由とした初回加算は算定できないこととします。 
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請求例 ※（）内は区分支給限度基準額外 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

訪問型独自サービスⅠ日割 Ａ２ ２１１１  ３８ １４  ５３２ 

訪問型独自サービスⅠ/２日割 Ａ２ ２１２１ ３３ １７  ５６１ 

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ Ａ２ ６２６９   (１５０) 

＜補足＞処遇改善加算は訪問サービスの事業所番号が同一の場合、両サービスを合算し

た単位数から計算します。 

 

【事例３】要支援２の認定を受けた被保険者が、１０月３日付で事業所と契約し、介護予

防通所介護相当サービスの利用を開始し、月の利用回数が７回だった場合。 

≪要点≫ケアプランに基づき、実際にサービス利用した回数に応じて請求します。 

＜補足＞月の利用回数が９回未満（要支援１の場合５回未満）は回数制の、それ以上の

利用回数の場合は月額制のサービスコードを使用します。なお原則として日割

請求は行いません。日割請求を行う事例は事例４のような一定以上の回数を利

用した上で、「月途中で公費適用の開始又は終了があった場合」と、「６５歳

到達時に生活保護単独から生活保護と介護保険併用になった場合」に限られま

す。 

 

請求例 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス２回数 Ａ６ １１２３ ３８９  ７  ２７２３ 

 

【事例４】要支援１の認定を受け、介護予防通所介護相当サービスを利用していた被保険

者が１０月に介護予防通所介護相当サービスを５回以上利用し、月途中（１０

月１５日）に生活保護（公費適用）となった場合。 

≪要点≫公費適用の有効期間開始日を起算日として日割請求します。 

＜補足＞要支援１の場合月５回以上、要支援２の場合月９回以上サービスを利用する

と、月額報酬になります。月途中に公費適用（終了）となった場合日割し、公

費適用分とそれ以外の単位数を計算します。なお利用回数が上記未満の場合

は、公費適用期間に利用した回数に応じ、回数制の単位で公費適用分とそれ以

外の単位数を計算してください。 

 

請求例  

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス１日割 Ａ６ １１１２ ５４ １４  ７５６ 

通所型独自サービス１日割 Ａ６ １１１２ ５４ １７  ９１８ 

 ＜補足＞この場合は９１８単位が公費適用分となります。 
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【事例５】要支援２の認定を受けた被保険者が、居所と同一建物の事業所の介護予防通所

介護相当サービスの利用し、月の利用回数が７回だった場合。 

≪要点≫ サービス利用回数が８回以下の場合、同一建物減算は回数制の基本報酬で請求しま

す。（月額制の同一建物減算は使用しません。） 

＜補足＞ サービス利用回数が９回以上の場合、従来通り月額制の基本報酬（Ａ６ １１

２１）と同一建物減算（Ａ６ ６１０６）で請求します。要支援１の場合の同

一建物減算はサービス利用回数が４回以下の場合、回数制の基本報酬、５回以

上の場合従来通り、月額制の基本報酬（Ａ６ １１１１）と同一建物減算 

（Ａ６ ６１０５）で請求します。 

 

 

請求例 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス／２２回数 Ａ６ １２２３ ２９５  ７  ２０６５ 

 

【事例６】要支援１の認定を受けていた被保険者が月途中（１０月１５日）に区分変更

し、結果要支援２となり、介護予防通所介護相当サービスを利用した場合。 

     利用日は３日、１０日、１７日、２４日、３１日とする。 

≪要点≫利用日の介護度に応じた報酬で請求します。 

＜補足＞月途中で要支援１から要支援２になった場合、その月の基本報酬（加算を除く） 

の合計は、要支援２の期間に９回以上利用した場合（３３７７単位）を超えない

ものとし、超えた場合は一律で要支援２の期間に９回以上利用した場合のサービ

スコード（Ａ６ １１２１）で請求することとします。例えば１０月２日付の区

分変更申請で要支援１から要支援２になり、要支援１の期間である１０月１日に

サービスを利用して、１０月２日以降の要支援２の期間に月内で８回以上サービ

ス利用した場合は基本報酬の合計が３３７７単位を越えますので、サービスコー

ド（Ａ６ １１２１）で請求することになります。 

 

請求例 ※（）内は区分支給限度基準額外 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス１回数 Ａ６ １１１３ ３７８ ２  ７５６ 

通所型独自サービス２回数 Ａ６ １１２３ ３８９ ３ １１６７ 

通所型独自サービス提供加算Ⅰ１２ Ａ６ ６１０８ １４４ １ （１４４） 

＜補足＞サービス提供体制強化加算がある場合は、月末時点の介護度に応じた加算で請求 

    します。 
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【事例７】要支援２の認定を受けた被保険者が、１０月３日付で事業所と契約し、運動型

通所サービスの利用を開始し、月の利用回数が７回だった場合。 

≪要点≫ケアプランに基づき、実際にサービス利用した回数で請求します。 

＜補足＞月の利用回数が９回未満（要支援１の場合５回未満）は回数制の、９回、１０

回（要支援１の場合５回）の場合は月額制のサービスコードを使用します。介

護予防通所介護相当サービスのような日割請求する例は想定していません。

「月途中で公費適用の開始又は終了があった場合」は「公費適用期間と適用外

の期間でそれぞれ利用した回数」、『６５歳到達時に生活保護単独から生活保

護と介護保険併用になった場合』は、『生活保護単独の期間と生活保護と介護

保険併用の期間でそれぞれ利用した回数』に応じ、公費適用分とそれ以外の単

位数を計算してください。 

 

請求例 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス／３２回数 Ａ６ １３２３ ３０２  ７  ２１１４ 

 

【事例８】要支援２の認定を受けた被保険者が、居所と同一建物の事業所の運動型通所サ

ービスを利用し、月の利用回数が９回だった場合。 

≪要点≫同一建物減算用の基本報酬で請求します。 

＜補足＞運動型通所サービスの同一建物減算は全ての利用回数に応じた基本報酬のサービ

スコードがありますので、それを利用してください。 

 

請求例 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス／５２ Ａ６ １５２１ １８７２ １  １８７２ 

 

【事例９】要支援１の認定を受けた被保険者が、１０月に介護予防通所介護相当サービス

を２回、運動型通所サービスを２回利用した場合。なお通所サービスの実施事

業所（事業所番号）は同一とする。 

≪要点≫双方のサービス単位の合計額で上限を超えない範囲で、ケアプランに基づき、実際に 

サービス利用した回数で請求します。 

＜補足＞要支援１の場合は、月の基本報酬（加算を除く）が１４６５単位を超える併用は

できません。介護予防通所介護相当サービスも運動型通所サービスも４回以上利

用するともう片方の通所サービスが算定できなくなります。 
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請求例 ※（）内は区分支給限度基準額外 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス１回数 Ａ６ １１１３ ３７８ ２   ７５６ 

通所型独自サービス／３１回数 Ａ６ １３１３ ２９３ ２   ５８６ 

通所型独自サービス運動機能向上 

加算 

Ａ６ ５００２ ２２５ １   ２２５ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ Ａ６ ６１００     （９２） 

＜補足＞ 運動機能向上加算はどちらか一方のサービス分しか算定できません。 

処遇改善加算は通所サービスの事業所番号が同一の場合、両サービスを合算し

た単位数から計算します。 

 

【事例１０】要支援２の認定を受けた被保険者が、１０月に居所と同一建物の事業所の介

護予防通所介護相当サービスを３回、運動型通所サービスを６回利用した場

合。なお通所サービスの実施事業所（事業所番号）は同一とする。 

≪要点≫双方のサービス単位の合計額で上限を超えない範囲で、ケアプランに基づき、実際に 

      サービス利用した回数で請求します。なお上限に達しているか否かは、同一建物減算 

      前の基本報酬で計算します。 

 ＜補足＞要支援２の場合は、月の基本報酬（加算を除く）が３０２０単位を超える併用

はできません。なお同一建物減算（１回につき９４単位減算）の場合は、減算前

の基本報酬で上限に達しているか否かを計算します。介護予防通所介護相当サー

ビスは７回以上、運動型通所サービスは９回以上利用するともう片方の通所サー

ビスが算定できなくなります。 

 

請求例※（）内は区分支給限度基準額外 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス／２２回数 Ａ６ １２２３ ２９５ ３   ８８５ 

通所型独自サービス／４２回数 Ａ６ １４２３ ２０８ ６  １２４８ 

通所型独自サービス運動機能向上 

加算／３ 

Ａ６ ５０２２ ２２５ １   ２２５ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ Ａ６ ６１００    （１３９） 

＜補足＞ 運動機能向上加算はどちらか一方のサービス分しか算定できません。 

処遇改善加算は通所サービスの事業所番号が同一の場合、両サービスを合算し

た単位数から計算します。 

どちらのサービスもこの月これ以上の回数は算定できません。 

（減算前の双方のサービスの基本報酬の合計は２９７９単位であり、あと１回  

 分算定すると上限額を超えてしまうため） 
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【事例１１】要支援１の認定を受けていた被保険者が月途中（１０月１５日）に区分変更

し、結果要支援２となり、運動型通所サービスを利用した場合。 

     利用日は３日、１０日、１７日、２４日、３１日とする。 

≪要点≫利用日の介護度に応じた報酬で請求します。 

＜補足＞月途中で要支援１から要支援２になった場合、その月の利用回数は双方の期間を 

合わせて１０回までとします。例えば１０月２日付の区分変更申請で要支援１か 

ら要支援２になり、要支援１の期間である１０月１日にサービス利用した場合、 

月内であと９回しかサービス利用ができません。 

また月途中での区分変更で要支援１から要支援２に変更になり、通所介護相当サ 

ービスと運動型通所サービスを併用していた場合は、要支援２の上限を適用し、 

月の基本報酬（加算を除く）が３０２０単位を超える併用はできません。 

 

 

請求例 ※（）内は区分支給限度基準額外 

サービス内容／種類 サービスコード 単位数 回数 サービス単位 

通所型独自サービス／３１回数 Ａ６ １３１３ ２９３ ２  ５８６ 

通所型独自サービス／３２回数 Ａ６ １３２３ ３０２ ３  ９０６ 

通所型独自サービス運動機能向上 

加算／３ 

Ａ６ ５０２２ ２２５ １  ２２５ 

 

 

（その他注意事項） 

 介護予防通所介護相当サービス、運動型通所サービスの処遇改善加算以外の各種加算は 

同一内容の加算について２つ以上サービスコードがあります。加算要件に該当がある場 

合、備考欄の『原則このコードを使用』と記載のサービスコードを利用することになり 

ます。ただし、上記の加算のコードと基本報酬のコードとの組み合わせによっては事業 

所のシステムで、給付管理表又は請求明細書が作成できない組み合わせがある可能 

性がありますので、電算処理に不具合がある場合、同一内容の加算の別コードを利用 

し、給付管理表又は請求明細書を作成いただいて差し支えありません。 


